
令和 4年 6月 28日 部長会議資料（市民課） 

課 No.1 

 

結婚お祝い事業「フォトスポット」の設置について 

 

■事業概要 

 市役所１階貫通通路へ「フォトスポット」を設置し、婚姻届などの手続きのほか、観光に来られた

方々の記念となるように、記念撮影できるフォトスクリーンを設置します。 

 二人そろって顔出し用写真が撮影できるフォトパネルも、準備でき次第設置します。 

 

■事業目的・効果 

・夫婦にとって特別な婚姻届出日に、「フォトスポット」を利用して市職員の撮影フォローにより 

記念日をお祝いする。 

・撮影された写真をＳＮＳに発信してもらうことで、市のＰＲ効果が期待される。 

 

■設置予定日 

 令和４年６月２７日（月） 

 

■フォトスクリーンイメージ 

 

■寸法 

 縦２．８ｍ×横２．０ｍ 

 

■デザイン 

 市内観光スポットをイメージし

た市職員のオリジナルデザイン 

 


